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条例等審査特別委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和５年３月１５日（水） 

午前 ９時５７分  開 会 

午前１１時３５分  閉 会 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出席委員   委 員 長  春 日 洋 子   副委員長  瀬 崎 雅 弘 

委  員  久保田 隆 二   委  員  舩 見 昌 功 

委  員  田 嶋 孝 安   委  員  奥 本 菜保巳 

委  員  西 村 盛 男   委  員  森   三 郎 

副 議 長  加 澤   明 

 

４．欠席委員   なし 

 

５．説 明 員   副市長 ほか 

 

６．事務局職員   次  長  中野渡 孝 英   主  事  星   佳奈美 

 

７．案  件   議案第１５号から議案第２８号までの計１４件 

 

８．会議概要 

春日委員長：おはようございます。 

 定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまより、条例等審査特別委員会を開会いたします。 

 本委員会には、去る３月１０日の本会議において、議案第１５号から議案第２８号まで

の計１４件が付託されています。 

 議案１件ごとに審査してまいりたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 それでは、議案１件ごとに審査してまいります。 

 なお、質疑は、一問一答方式でお願いいたします。 

 議案第１５号三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定についてを議題といた

します。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 
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蹴揚総務部長：おはようございます。 

 議案第１５号三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について御説明申し上

げます。 

 この議案は、個人情報の保護に関する法律の施行に関し必要な事項を定めるため、提案

するものであります。 

 議案書の６ページを御覧いただきたいと思います。 

 第１条は、この条例の趣旨を規定するものであります。 

 第２条は、この条例で用いる用語の定義を規定するものであります。 

 第３条及び第４条は、開示決定等の期限及びその特例について規定しており、開示請求

があった場合は１５日以内に開示決定等をすること、また事務処理上困難な場合は３０日

以内に限り延長できることなどを定めるものであります。 

 ７ページを御覧いただきたいと思います。 

 第５条は、全部または一部を開示しない場合において、開示できる期日が明らかである

場合の通知書面に関し規定するものであります。 

 第６条は、開示請求に係る手数料をゼロ円とすること及び文書の写しの公布等を受ける

者の費用負担について規定するものであります。 

 第７条から８ページの第９条までは、個人情報の適正な取扱いの各項に係る事項に関す

る三沢市情報公開・個人情報保護審査会への諮問、個人情報保護制度の運用状況の公表、

委任について規定するものであります。 

 附則第１条につきましては、施行日を令和５年４月１日とするものであります。 

 附則第２条につきましては、現行の三沢市個人情報保護条例を廃止するものでありま

す。 

 附則第３条及び附則第４条につきましては、三沢市個人情報保護条例の廃止に伴う経過

措置及び三沢市情報公開条例の一部改正について規定するものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 

 舩見委員。 

舩見委員：おはようございます。よろしくお願いいたします。 

 まず、個人情報の保護に関する法律の施行に関し、必要な事項を定めるとありますが、

どのような点が新旧で変更となるのか、具体的にお示しください。 

春日委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：ただいまの御質問にお答え申し上げます。 

 まず、当市の個人情報保護制度につきましては、三沢市個人情報保護条例に基づいて

行ってきたところでございます。今般の国の法改正によりまして、令和５年４月から個人

情報保護法が全体の統一的なルールに変更となったことから、今回の法律に合わせた制度

の運用を行うため、先ほど部長からお話がありましたように、個人情報保護条例の廃止、

それから今回、提案いたしました条例の制定を行うものでございますけれども、御質問の

どのように変わるのかということにつきましては、個人情報保護法の規定の基づき、個人

情報を取り扱うこととなりますけれども、実務面では大きく変更することはございませ
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ん。法律に基づきまして、個人情報を適切に管理するとともに、個人情報の開示請求など

があった場合には適切に対応することとなります。 

 主な変更点といたしましては、個人情報の定義が法律に基づくことになること。それか

ら、１,０００人以上の個人情報を取り扱うデータ等については、個人情報ファイル簿と

いうものを作成しまして、公表することが義務付けられております。そのことや国の個人

情報保護委員会が個人情報の取扱いを、監視・監督することというのが主な変更点となり

ます。 

 以上でございます。 

春日委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございました。 

 様々あるのを統一的に変更すると、国の改定に従うということで理解しました。 

 今ちょっと聞き逃したのですけれども、開示請求等々ございましたが、その開示請求や

開示決定についてですが、当市において開示請求なるものが年間どれぐらいあるのかお示

しできれば教えてください。 

春日委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：ただいまの御質問にお答え申し上げます。 

 個人情報に係る開示請求というようなことで件数でございますけれども、ここ数年毎年

大体２０件から３０件ほど開示請求が行われている状況でございます。 

 以上でございます。 

春日委員長：舩見委員。 

舩見委員：ありがとうございました。 

 毎年２０件から３０件ということでした。ちなみにですけれども、その開示請求の内容

についてですが、公表できる範囲であればお示しください。 

春日委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：ただいまの御質問にお答え申し上げます。 

 開示請求の内容ということでした。多くは三沢病院の医師の記録ですとか、検査の記録

が開示請求のほとんどとなってございます。このことは市立病院のほうでは国が行ってい

るＢ型肝炎ですとか、あるいはＣ型肝炎の救済措置に該当するのかどうかというような確

認を取るために、これらのものを請求しているというふうなことでございます。 

 そのほかにも交通事故の調停のための、開示請求が行われるケースもあるというふうに

聞いてございます。 

 以上でございます。 

春日委員長：ほかにございませんか。 

 奥本委員。 

奥本委員：おはようございます。 

 それでは、質問させていただきたいと思うのですけれども、今回先ほどの国の監視の下

に、このファイルが利用されるというか、活用されるということなのですけれども、国の

その組織はどこになるのですか。 

春日委員長：総務課長。 
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田中総務部参事兼総務課長：国の監視・監督がどこにあるのかということでございました

けれども、国の委員会である個人情報保護委員会というものがございまして、そこで例え

ばその情報漏えいですとかあった場合に、その委員会のほうに届出をするということで、

それらを審議・審査するというところが国のほうの機関としてございます。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：そうすると例えば、総務省とかそういうふうな管轄ではなく、新たな監視シス

テムというか委員会というのがあるというふうになるのですか。 

春日委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 独立した機関に設置してございます。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 この個人情報というのが今、大変犯罪に使われているということで、これまでもマイナ

ンバーカードで様々、便利にはなるのですけれども、一方で大変漏えいするというか個人

情報の漏えいというのが問題になっているところもあって、皆さんも御存じの大変な強盗

の闇名簿というのが、自治体からも情報が漏れていたというふうなことで大変問題になっ

ています。 

 その中で三沢市は今のところないというふうに思っているのですけれども、ゼロという

ことだと思うのですが、今後、例えばそのファイルと個人情報を扱う職員、これはしっか

りと限られた方々とか、本当にセキュリティー、ここをしっかりとしなければならないと

思うのですけれども、そういう体制というのは今の現時点ではどのようになっています

か。 

春日委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 確かに情報漏えいがあってはならないというふうに思いますので、例えばマイナンバー

につきましては、特定個人情報というふうなことの位置づけになるのですけれども、これ

らについては、いわゆるそのマイナンバー法によりまして、管理をしているというような

状況で、ここはＤＸ推進課のほうで適切に定期的な調査をしながら、管理をしているとい

うふうな状況でございますし、今回の個人情報保護につきましても、総務課が担当になり

ますけれども、ここも情報漏えいがないように適切な調査もしながら、管理をしていると

いうふうな状況でございます。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：実は、国会のほうでこのマイナンバーが大変便利だということなのですが、Ｄ

Ｖの被害で、例えばそういうことで旦那さんというか相手方のほうから姿を見つからない

ようにというふうなことで、ところがそのマイナンバーというのは、それを旦那さんがマ

イナンバーカードを持っていたりだとか、そこからの情報で探し出せるというふうな穴が
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あって、それは国のほうも認めているのですよね、そういうことはあるという。 

ですので、ここは慎重に三沢市としても対応していただければというふうに思います。 

要望です。 

以上です。 

春日委員長：ほかにございませんか。 

 西村委員。 

西村委員：この機会にちょっと教えていただきたいのですが、個人情報の取扱いについて

自治体によっては、生存する個人の方に限っているところもあるように伺っておりますけ

れども、そこのところは今、御遺族とか相続される方とか代理人とかが開示できるような

状況なのか、そして今後も引き続きどうなっていくのかというところを確認させていただ

きたいと思います。 

春日委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：ただいまの御質問にお答え申し上げます。 

 基本的には、この今回の法律の定義で生存する方の個人情報ということになりますの

で、特殊な事情がない限り、お亡くなりになられた方の個人情報については、開示の請求

はできないというふうになってございます。 

 以上でございます。 

春日委員長：西村委員。 

西村委員：それはもう、全国全地方自治体ができないという捉えでよろしいかどうかの確

認をお願いします。 

春日委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：国の法律に基づくことになりますので、全自治体がそのよう

な取扱いになると思います。 

 以上でございます。 

春日委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：それでは、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第１５号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１５号三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定については、

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１６号三沢市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例の

制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 
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 総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第１６号三沢市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する

条例の制定について御説明申し上げます。 

 この議案は、三沢市情報公開・個人情報保護審査会の所掌事務等を改めるため提案する

ものであります。 

 議案書の１２ページを御覧いただきたいと思います。 

 改正後の第１条及び第２条は、それぞれこの条例の趣旨及びこの条例における用語の定

義について規定するものであります。 

 １３ページを御覧いただきたいと思います。 

 改正後の第３条は、審査会の所掌事務などについて規定するものであります。 

 第８条から１４ページの第１１条までの改正は、審査会の調査審議の手続きに関する規

定について、所要の整理を行うものであります。 

 附則第１項は、施行日を令和５年４月１日とするものであります。 

 附則第２項につきましては、調査審議に係る経過措置について規定するものでありま

す。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 

 ございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第１６号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１６号三沢市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例

の制定については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１７号三沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使用

等の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第１７号三沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車

の使用等の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げま

す。 

 この議案は、公職選挙法施行令の改正に伴い、市の議会の議員及び町の選挙における選

挙運動に関し、選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ビラ等の作成に係る公費負担の限

度額を引き上げるため提案するものであります。 
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 議案書の１６ページを御覧いただきたいと思います。 

 第２条の改正は、選挙運動用自動車の使用に関し、公費負担の限度額を引き上げるもの

であります。 

 第４条第１号の改正は、一般運送契約の場合の公費負担の限度額を引き上げるものであ

ります。 

 第２号ア、イ及びウは、それぞれ一般運送契約以外の契約の場合の選挙運動用自動車の

借入契約、燃料の供給に関する契約、運転手の雇用に関する契約について公費負担の限度

額を引き上げるものであります。 

 第８条の改正は、選挙運動用ビラを作成する場合の１枚当たりの単価を引き上げるもの

であります。 

 第１１条の改正は、選挙運動用ポスターを作成する場合の１枚当たりの単価及び企画費

を引き上げるものであります。 

 附則第１項につきましては、施行日を公布の日とするものであります。 

 附則第２項につきましては、この条例の適用区分について規定するものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 

 瀬崎副委員長。 

瀬崎副委員長：おはようございます。 

 公費負担でうちらの選挙とかありがとうございますと思うのですけれども、一つ教えて

ください。 

 今回の改正で車の運転手、これ今までは１人１万円ということでありましたけれども、

それが１万２,５００円に上がったということでありますけれども、普通、バックアップ

を含めて２名斡旋するのですけれども、１名の方は公費、もう１名の方は自分で事務員と

いう形でもって払うのですけれども、その方の事務費はやはり１万円ということなのか、

それとも同じように１万２,５００円支払っていいのかという解釈がどのようになってい

るか教えてください。 

春日委員長：選挙管理委員会事務局次長。 

田代選挙管理委員会事務局次長兼庶務係長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 公費負担として、お支払いするのは１万２,５００円という規定になっておりますの

で、その議員がお出しするお金としては１万円という決まりは変わらないです。 

 以上です。 

春日委員長：瀬崎副委員長。 

瀬崎副委員長：分かりました。 

今回の改正でも、やはり自分で雇う方については１万円ということで、そこをはっきり

しておかないと一番公費負担で１万２,５００円だからということで、もう１人の方にも

自分から１万２,５００円払ったら、公職選挙法違反になるということですね。それでよ

ろしいですか。 

田代選挙管理委員会事務局次長兼庶務係長：はい。 

春日委員長：ほかにございませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第１７号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１７号三沢市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動用自動車の使

用等の公費負担に関する条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決

すべきものと決しました。 

 次に、議案第１８号三沢市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第１８号三沢市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定

について御説明申し上げます。 

 この議案は、子ども・子育て支援法の改正に伴い、引用条項を改めるため提案するもの

であります。 

 議案書の１８ページを御覧いただきたいと思います。 

 第１条及び第２条の改正は子ども・子育て支援法の改正に伴い、引用条項を改めるもの

であります。 

 附則につきましては、施行日を令和５年４月１日とするものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第１８号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１８号三沢市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例の制定につ

いては、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第１９号三沢市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたします。 
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 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第１９号三沢市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例の一部

を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

 この議案は、三沢市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金を処分して充てることが

できる経費の範囲を拡大するため提案するものであります。 

 議案書の２０ページを御覧いただきたいと思います。 

 第５条の改正は、基金の処分について公共用の施設の整備にも財源を充てることができ

るよう、経費の範囲を拡大するものであります。 

 附則につきましては、施行日を公布の日とするものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、質問させていただきたいと思います。 

 三沢市特定防衛施設周辺整備調整交付金、これは一般的には９条交付金というふうに言

われているものではないかなと思うのですけれども、これ実際この基金への積立て、国か

らの基地に関係する基金だと思うのですけれども、それは実際今、どのぐらいあるので

しょうか。 

春日委員長：副市長。 

米田副市長：調整交付金をどのソフト事業に充当しているか、ちょっと一覧表を確認して

からお答えしたいと思いますので、今、全部に関する資料を持っている職員がいないもの

ですから、会期中でよろしいですか。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：すみません。そうしますと、今回、その基金を処分して経費の範囲を拡大する

とあるのですけれども、何のために拡大するのですか。 

春日委員長：市民スポーツ課課長補佐。 

小比類巻市民スポーツ課課長補佐：ただいまの御質問にお答えします。 

 今、基金積立する部分が市のアイスアリーナの改修事業でございます。それについての

条例改正ということでございます。 

 以上です。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：これは単費で９条交付金というのは、交付されて活用されてきたと思うのです

けれども、これを今度継続して年をまたがって３億幾らですかね。今回、令和５年度でそ

こから令和７年度までの事業として、毎年３億ぐらいの額をこの調整交付金を使ってア

リーナに、トータルすると大体１１億ぐらいになるかなと思うのですけれども、これを毎

回毎回この調整交付金を活用するということになるのですか。 

春日委員長：市民スポーツ課課長補佐。 

小比類巻市民スポーツ課課長補佐：ただいまの御質問にお答えします。 

 アイスアリーナに関してのその基金の積立というのが、令和４年度から令和６年度の３
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か年ということになっております。令和４年度が３億８,０００万、令和５年度３億８,７

００万、令和６年度が９,６３６万４,０００円の積立額でございます。合わせまして８億

６,３３６万４,０００円となっております。 

 以上です。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：すみません。私が聞いたのは大体１１億というふうに伺っていたのですけれど

も、これは確かちょっと私、これを見てそれでそこに書かれていたのがたしか１１億とい

うふうになっていたのですけれども、どちらが正しいのでしょうか。 

春日委員長：市民スポーツ課課長補佐。 

小比類巻市民スポーツ課課長補佐：工事費としましては１１億でございますが、基金の積

立としては８億６,３００万という数字になっております。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：大会等があってそれに対しての整備事業だというふうに伺っておりますけれど

も、これは９条というのはソフト面でも子供の医療費等をこういうのも活用している交付

金なのですけれども、やはり別にこのアイスアリーナの大会に向けての修繕に対して反対

するものではありませんけれども、やはり将来的な見通しとして、少子化が進んでいく、

そういった中で、これまでもアイスアリーナは莫大なお金をかけて修繕して維持してきた

わけなのですよね。 

 その中で今後、これから少子化が進んでいく中で、人口が減っていく中でこれを本当に

維持できるのかというふうなことも含め、９条交付金は先ほども申し上げましたが、ソフ

ト面で活用できる大事な財源になります。 

 ですから、そういった部分で少子化対策、人への投資、こういったことを最優先に財源

を使うとなったときに、これは長期的に見てこのアイスアリーナをどうするのかというこ

とも含めて、利用する子供が減っていくということも、もう分かっていることですし、そ

ういったこともちょっと提言しておきたいなと思いました。 

 これは要望というか意見です。よろしくお願いします。 

春日委員長：ほかに質問ございませんか。 

 副市長。 

米田副市長：今その中身を把握している職員がよその委員会のほうに全員行っていまし

て、項目の洗い出しでちょっと残っている職員でいたしますので、金額については大丈夫

ですよね。どういう事業に充てているかの一覧を今、探しております。 

春日委員長：ありがとうございます。 

 それでは、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第１９号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第１９号三沢市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金条例の一部を改

正する条例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２０号三沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第２０号三沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

 この議案は、国の基準等の改正に伴い、家庭的保育事業者等における安全計画の策定等

に関する規定を設けるとともに、懲戒に係る権限の濫用禁止に関する規定を削る等のため

提案するものであります。 

 議案書の２２ページを御覧いただきたいと思います。 

 新たに加える第７条の２は、利用乳幼児の安全確保を図るため、家庭的保育事業者等は

安全計画を策定し、訓練等の実施及び保護者への安全計画の内容等の周知をしなければな

らない旨、規定するものであります。 

 同じく新たに加える第７条の３は、自動車を運行する際に利用乳幼児の所在を確認する

こと及び利用乳幼児の見落としを防止する装置を備えることで、自動車への置き去り防止

を図るものであります。 

 ２３ページを御覧いただきたいと思います。 

 第１０条の改正は、家庭的保育事業所等と他の社会福祉施設等を併設するときの設備及

び人員基準を緩和するものであります。 

 第１３条の改正は、懲戒権に関する規定そのものが、児童虐待を正当化する口実となる

ことのないよう規定を削除するものであります。 

 第１４条第２項の改正は、衛生管理等の対策について具体的に明記するものでありま

す。 

 附則第１項につきましては、施行日を第１３条の改正規定以外は令和５年４月１日と

し、第１３条の改正規定は公布の日とするものであります。 

 附則第２項につきましては、利用乳幼児の見落としを防止するための装置を備えること

が困難な場合の経過措置について規定するものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、質問させていただきます。 

 この条例は、様々な最近、児童の虐待とかあと置き去りの問題、これが社会問題化して

いるということでの条例改正だというふうに承知しておりますけれども、まず、これはも

うこの条例の中に書いてあるのは、当たり前の形で具体的な防止措置というか、対応とい

うふうなことだと思うのですけれども、そこの奥にはやはり保育士たちの処遇、人手不

足、様々なストレス等でそういうことも要因としてあげられると思うのですよね。 
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 ですから、外的というかそういうふうなブザーをつけるとか様々な対応はいいのですけ

れども、対策はいいのですけれども、その中でもっと保育士の処遇改善、対応ということ

について、私はもっともっとやっていかなければならないのではないかなと、そのことが

この様々な置き去りとか虐待の防止にもつながるのだろうというふうに思うのですが、今

置かれている三沢市内の保育園・幼稚園・認定こども園、そういった中で保育士の定数、

人数というのは、これは足りているのでしょうか。 

春日委員長：子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐兼家庭支援係長：ただいまの御質問にお答えいたしま

す。 

 保育現場は様々な負担がかかって重労働だと考えております。その中で、保育士の処遇

改善というものは現在、研修の受講、あと経験等に応じまして保育士の処遇改善の補助金

を支出しております。そのような対策もしながら、児童虐待、置き去り等の防止にもつな

がっていると思います。 

 定数に関しましては、必要な保育士の数は確保されております。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：今回、定数は足りているということなのですけれども、今回の条例でその定数

というか緩和ということで、これがもっと厳しい状態になるのかなというふうなことも…

…。変わることになるのですけれども、今回この緩和措置というのは、具体的にはどうい

う内容になっているのでしょうか。 

春日委員長：子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐兼家庭支援係長：申し訳ありません。もう一度確認さ

せていただいてよろしいでしょうか。 

奥本委員：配置の緩和というのがなかったですか。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐兼家庭支援係長：申し訳ありません。すみません。 

 ただいまの御質問に関しては、確認をして後ほどお答えしたいと思います。 

奥本委員：私も勉強不足なので。分かりました。ありがとうございます。 

春日委員長：後ほどということでお願いいたします。 

 奥本委員、質問はよろしいですか。 

 奥本委員。 

奥本委員：要望ですね。 

 やはり今の時点では、定数がきちんと確保されているということだったのですけれど

も、やはりパートであったりその中身については、どのようになっているのかなというふ

うなこともありますし、負担が大きくならないようにギリギリの定数ではなくて、余裕を

もった子供たちの安全を本当に確保できるように、負担軽減のための人員というのを確保

する必要があると思うのですよね。 

 それで、やはり人手不足だということは言われていて、ギリギリでやっているという可

能性もあります。そういった中で、この保育士の人員確保、これも保育所任せではなく

て、市でしっかりと三沢市民としての子供ですから、その辺も人手不足、人員確保、この
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取組というのが絶対必要だと思いますので、その辺を要望として挙げていきます。 

 よろしくお願いします。 

春日委員長：ほかにございませんか。 

 舩見委員。 

舩見委員：ただいまは、三沢市家庭的保育事業等に関する基準の条例の話でよろしいです

よね。ということは、家庭的保育事業について、２０１５年の子ども･子育て支援新制度

でしたか。それによってスタートしたものと私は認識しておりましたが、そのことについ

てちょっと具体的に詳しく、どのような事業所があるのか、また、その家庭的保育事業に

関しての定義は、どのような範囲があるのか教えてください。 

春日委員長：子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐兼家庭支援係長：ただいまの御質問にお答えいたしま

す。 

 家庭的保育事業につきましては、利用定員が５人以下、少人数単位でのゼロ歳から２歳

までの子供を主として預かる事業になっております。 

 当市においては、現在、家庭的保育事業を行っている事業所はございません。 

 以上でございます。 

春日委員長：舩見委員、よろしいですか。 

舩見委員：はい。 

春日委員長：ほかにございませんか。 

 西村委員。 

西村委員：勉強させていただきたいと思います。 

 保育事業等と書いてあるので、ほかのパターンというか施設というのもゼロなのでしょ

うか。 

春日委員長：子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐兼家庭支援係長：ただいまの御質問にお答えいたしま

す。 

 家庭的保育事業等に含まれる事業所も現在、当市にはありません。個人的に乳幼児の預

かりを行っているベビーシッターのような事業になります。 

 以上でございます。 

春日委員長：よろしいでしょうか。 

 西村委員。 

西村委員：ベビーシッターと言ったのですけれども、勉強不足で申し訳ないですけれど

も。民間の方でいらっしゃいますよね、事業所を構えていらっしゃって、どこの町内か分

からないですけれども、何かあったような……。 

 あれはまた、違うパターンなのでしょうか。 

春日委員長：子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐兼家庭支援係長：ただいまの御質問にお答えいたしま

す。 

 今、少人数で個人的に預かりをしている事業所においては、保育事業者として実施して
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おります。 

 以上でございます。 

西村委員：ありがとうございました。いやいや、勉強になりました。 

春日委員長：よろしいでしょうか。 

西村委員：はい。ありがとうございました。 

春日委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

 質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第２０号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２０号三沢市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２１号三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並びに特

定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制

定についてを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第２１号三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並

びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について御説明申し上げます。 

 この議案は、子ども・子育て支援法等の改正に伴い、引用条項を改めるとともに、懲戒

に係る権限の濫用禁止に関する規定を削るため提案するものであります。 

 議案書の２６ページを御覧いただきたいと思います。 

 第２６条を除いた第４条から第５２条までの改正は、子ども・子育て支援法第１９条第

２項が削られたことなどに伴い、引用条項を改めるものであります。第２６条の改正は、

懲戒権に関する規定そのものが児童虐待を正当化する口実となることのないよう、規定を

削除するものであります。 

 附則につきましては、施行日を第２６条の改正規定以外は令和５年４月１日とし、第２

６条の改正規定は公布の日とするものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第２１号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２１号三沢市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の

制定については、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２２号三沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第２２号三沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例の制定について御説明申し上げます。 

 この議案は、国の基準の改正に伴い放課後児童健全育成事業者における、安全計画の策

定等に関する規定を設ける等のため、提案するものであります。 

 議案書の３０ページを御覧いただきたいと思います。 

 新たに加える第６条の２は、利用者の安全確保を図るため、放課後児童健全育成事業者

は安全計画を策定し、訓練等の実施及び保護者への安全計画の内容等の周知をしなければ

ならない旨、規定するものであります。 

 同じく新たに加える第６条の３は、自動車を運行する際に利用者の所在を確認すること

で、自動車への置き去り防止を図るものであります。 

 新たに加える第１２条の２は、非常災害等が発生した状況を想定し、業務の継続的実施

及び早期再開のための計画策定、訓練の実施及び定期的な計画の見直しについて規定する

ことで、継続的な支援の提供を図るものであります。 

 第１３条第２項の改正は、衛生管理等の対策について具体的に明記するものでありま

す。 

 附則第１項につきましては、施行日を令和５年４月１日とするものであります。 

 附則第２項につきましては、安全計画の策定等に係る経過措置について規定するもので

あります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、質問させていただきます。 

 先ほどは大変失礼いたしました。家庭の保育のところで保育所のことを聞いてしまいま

した。逆でした。ありがとうございます。すみません。 

 今回、この放課後児童というのは、児童館等クラブのことを意味するというふうに解釈

してよろしいですか。 
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 ちょっと不思議に思ったのは、今まで安全計画というのがあれだけ長期にわたって何十

年もたっているのですけれども、それが今までなかったということになるのでしょうか。

それともまた別の形での安全計画というか、そういうふうな条項というか規約というか、

そういったものがあって、今回新たな置き去りとかいろいろ発生したので、災害もこれか

ら十分に考えられるということで、これは今回条例改正になったのでしょうか。その辺の

いきさつをちょっと教えていただければと。 

春日委員長：子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐兼家庭支援係長：ただいまの御質問にお答えいたしま

す。 

 児童館において、これまでも安全計画等がありますので、それに基づいて毎月の訓練

等、保護者への周知等を行っております。今回の改正において、自動車の安全ブザーとか

置き去りの防止という点と非常時の業務継続計画が新たに追加されたものであります。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：子供たちの安全を第一に考えてというふうになるのですけれども、最近はやは

り共働き等が多くなってきますし、日中、子供の行き場というのを本当に確保しなければ

ならないという部分では、児童館は本当に大事な施設だというふうに思っているのですけ

れども。 

 そこで三沢市では、大体、何割程度の子供が高学年になると部活というかいろいろス

ポーツをやったりだとか、習い事だとかで人数が減るというのは聞いていたのですけれど

も、実際一番皆さんが心配するのは、小学校１年生とか低学年の子供が本当に安全に学校

から児童館までの行く道すがらというか、そういったことも含めて、低学年の方々が多い

のかなというふうに思うのですけれども、その辺の子供の利用者の数というのは、推移と

いうか実態はどういう感じなのでしょうか。 

春日委員長：子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐兼家庭支援係長：ただいまの御質問にお答えいたしま

す。 

 児童館の利用状況につきましては、市内の１０か所の児童クラブ等において、概ね１年

生から３年生、あと児童館によっては６年生まで受入れしている児童館もありますが、希

望する方が全員入所できまして、待機はいない状況です。特に新１年生と３年生までの低

学年においては、共働き等も増えて希望者が多いので、その方たちも全て受け入れて、市

内で約７００名ぐらいで最近は推移しております。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：すみません。私の勉強不足で申し訳ないのですけれども、この全体で７００名

というと何割ぐらいの、例えば１年生から３年生までの子供の何割ぐらいの方が児童館を

利用しているのでしょうか。 

春日委員長：子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐兼家庭支援係長：ただいまの御質問にお答えいたしま
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す。 

 利用している方の割合についてですが、児童クラブによっては、共働きで放課後見る保

護者の方がいないという方もおりますので、働いている保護者で申請している方の利用に

ついては概ね大体６割程度だと思います。詳しい数値については、すみません、今手元に

ありません。５割から６割程度、申請、利用している状況にあります。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 大体、ほとんどがおやつ代３,０００円程度の利用料というか、そういうふうな形で利

用されているみたいなのですけれども、おいらせ町は、児童館利用料は無料になっている

のです。 

 それで、おやつが出ないそうなのですけれども、それで私は、どうしておやつを出して

いないのですかと聞いたら、最近のお母さん方は要らないと言うのだそうです。それで、

その児童館ごとにおやつが要る、要らないというのを決めるらしいのですよね。基本は無

料で利用できる、どの子でも利用できるというふうになっているのですけれども、おやつ

はあったほうがいいのかなと私は思うのですけれども、そういうふうな声とかあります

か。 

 例えば無料のほうがいいので、おやつはなくてもいいですよとかというような声は今あ

るものですか。おいらせ町のほうでは、何かそこの児童館ごとに決めているというのです

けれども、いかがですか。 

春日委員長：子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐兼家庭支援係長：ただいまの御質問にお答えいたしま

す。 

 市内の児童館は全ておやつを提供しております。保護者の方からは特におやつは要らな

いという声は、今のところは届いておりません。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：自分で食べるおやつですから、その分ぐらい出していただきたいというのはあ

ると思うのですけれども、その中でやはり１人３,０００円となれば、３人とか２人とか

１年生から３年生の間ですから、その間、３人とかというのはないのかもしれないのです

けれども、こういうおやつ代が負担になっているという家庭もあるのかなと思うのです

が、それについてはいかがですか。 

春日委員長：子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐兼家庭支援係長：ただいまの御質問にお答えいたしま

す。 

 おやつ代につきましては、全員提供ということでそのおやつ代として月に３,０００円

頂いておりますが、経済的に生活保護世帯等については減免制度がありまして、無料でお

やつを提供しております。 

 以上でございます。 
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春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございました。 

 ちゃんと減免制度があるということで、さすが三沢市と言いたいところでございます。

安心しました。ありがとうございました。 

春日委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第２２号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２２号三沢市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例の制定については、原案のとおり可決すべきものと決しま

した。 

 次に、議案第２３号三沢市子ども医療費給付条例の一部を改正する条例の制定について

を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第２３号三沢市子ども医療費給付条例の一部を改正する条例の制定に

ついて御説明申し上げます。 

 この議案は、三沢市子ども医療費の給付対象を拡充するとともに、所要の改正を行うた

め提案するものであります。 

 議案書の３４ページを御覧いただきたいと思います。 

 第２条第１号の改正は、給付対象者の年齢を拡充するため、本条例で用いる子供の意義

について１５歳に達する日以降の最初の３月３１日までの者から、１８歳に達する日以降

の３月３１日までの者に改めるものであります。 

 第２条に新たに加える第２号及び第４号は、それぞれ独立している子供及び子供医療費

の用語の意義を規定するものであります。 

 第４条の改正は受給資格の認定申請等を行う者について、給付対象者が独立している子

供である場合は、当該独立している子供が申請等をすることとするものであります。 

 附則第１項につきましては、施行日を令和５年７月１日とし、附則第３項の準備行為に

ついては、令和５年４月１日を施行日とするものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、質問させていただきます。 
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 １８歳までの医療費無料ということで、大変三沢市としてこの取組をしていただいたこ

とに心から感謝申し上げます。 

 近隣でも東北町等で１８歳までの医療費無料というのを実施しているのですけれども、

１８歳までということになると、例えば高校を中退しましたと、１７歳でアルバイトをし

ているというような子供も含めて、全て１８歳まで医療費を無料にするというふうに解釈

してよろしいですか。 

春日委員長：国保年金課課長補佐。 

岩間国保年金課課長補佐兼年金係長：ただいまの御質問にお答えします。 

 質問の高校等を中退して、自分でアルバイトをしている方も対象としております。 

 以上です。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：了解しました。 

春日委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第２３号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２３号三沢市子ども医療費給付条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２４号三沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第２４号三沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定につい

て御説明申し上げます。 

 この議案は、健康保険法施行令の改正に伴い、三沢市国民健康保険の出産育児一時金の

額を改めるため提案するものであります。 

 議案書の３８ページを御覧いただきたいと思います。 

 第５条第１項の改正は、出産育児一時金の額を４０万８,０００円から４８万８,０００

円に改めるものであります。 

 附則第１項につきましては、施行日を令和５年４月１日とするものであります。 

 附則第２項につきましては、出産育児一時金に関する経過措置について規定しておりま

す。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 
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春日委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第２４号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２４号三沢市国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について

は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２５号三沢市営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とい

たします。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第２５号三沢市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について御説

明申し上げます。 

 この議案は、木崎野団地建替事業の完了に伴い、当該団地の建設年度、構造等を改める

ため提案するものであります。 

 議案書の４０ページを御覧いただきたいと思います。 

 別表第１の改正は木崎野団地建替事業の完了に伴い、当該団地の建設年度及び構造等を

改めるものであります。 

 附則につきましては、施行日を公布の日とするものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、質問させていただきます。 

 一般質問でも市営住宅のことについてさせていただいていましたけれども、今回、この

団地が建設されて入居する際には、いろいろな先ほども申し上げましたように、一般質問

でもあったように保険等の説明、これは必ずやるというふうに回答されて答弁されていま

したけれども、入居の際にその説明しますか。それと、今住んでいらっしゃる方々への説

明を行いますか。 

春日委員長：建築住宅課課長補佐。 

蛯名建築住宅課課長補佐：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 これから、入居される方には入居時点で御説明いたします。そして、既にもう入居済の

方々につきましては、改めて文書等で御説明申し上げたいと考えております。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 
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奥本委員：ありがとうございます。 

 そこで、よくあの市営住宅に住んでいらっしゃる方々の要望として、最近の夏場の暑さ

に皆さん、悲鳴を上げているのですけれども、この新しく建設した団地というか、市営住

宅というのは設備としてエアコンとか設置するのですか。 

春日委員長：建築住宅課課長補佐。 

蛯名建築住宅課課長補佐：お答えいたします。 

 エアコンにつきましては、こちらのほうで整備するということはありません。各個人の

方の御判断で、設置していただくことは容認しております。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：自分で設置するということは、退去するときに原状回復ということで全部外し

て全てやっていかなければならないということと、あとこれの所得制限と言いますか、収

入がない、ある程度の収入以下の設定の方が市営住宅に入居されるわけですから、資力と

いうかそういうふうなお金がないというふうな状態のときに、エアコンを設置するという

ことは、大変お金がかかることですよね。 

 たしか今はやっていないかもしれないのですが、国のほうで高齢者の方に対してのエア

コン設置の助成金というのがあると思うのですね。高齢者の方はなかなか暑さを感じられ

なくて、エアコンをつけないということも、設置していてもつけないで熱中症で最悪亡く

なられるというケースがあるということなのですけれども、エアコンをつけてくださいと

推奨して、この暑さですからということも言われているのですけれども、そういうふうな

お金がない、でも、付けたいという場合、こういったことに対処する方法というのはあり

ますか。 

春日委員長：建築住宅課長補佐。 

渡辺建築住宅課長補佐：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 お金がない入居者の方がエアコンを付けたい場合への支援措置があるかという御質問だ

と思いますけれども、公営住宅法と言いますか三沢市営住宅条例上とか、あと、こちらの

建築住宅課で所管する部分におきましては、そういった支援はございません。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：場合によっては、命に関わる問題なのですよね。今、私が一番心配しているの

は、やはり電気料金が高くて、なかなか設置しても実際は使われないというのが一番懸念

しているところなのですよね。今、本当に電気料金高いのですよね。エアコンはかなり電

気を食うらしいのですけれども。 

 そういった中で設置したのだけれども使わないというのが、一番ちょっと残念なことに

なるので、できるだけ国のそういうふうな助成金が何歳以上の高齢者の方に対するエアコ

ン設置の補助金等を、そういったことをぜひ探していただいて、それも市営住宅の高齢者

の方が熱中症で倒れないように、そういったことも配慮して周知していく必要があるので

はないかなというふうに思うのですけれども、いかがですか。 

春日委員長：建築住宅課課長補佐。 
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蛯名建築住宅課課長補佐：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 市営住宅の整備・管理を行っております、当課といたしましても、新たに建て替え事業

とかをする際に、暖房設備とかエアコンとかの設備に関しまして、付けるか付けないかと

いうことは、当然のことながら検討しております。 

 総合的に考えまして、やはり電気量の問題。当然、エアコン付けるとなりますと、もと

もとの電圧、電気契約の問題等もありまして、そして、それが結局入居者に対しての大き

な負担となること等もありますので、現時点と言いますか今の時点では付けないという、

形でのことになったのでありますけれども、今後付けたいという方に対しての支援につき

ましては、今のところ国土交通省のほうには、そのような支援策はないのです。 

 建て替えする際にエアコンを付けるというためでの補助事業につきましては、それは建

てる側に対する支援と言いますか補助制度はあるのですけれども、入居者の方が付けたい

と言ったことに対する直接的な支援というのは、現時点では国土交通省側ではない、住宅

局側ですね。 

 あとは、ただちょっと、もしかしたら福祉施策ですとか、そういったところであるかも

しれませんが、こちらのほうは私どものほうではちょっと把握しておりません。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：ちょっと確認したいのですけれども、配線工事さえしておいていただければ、

設置できるエアコンを付けたい人は付けられるような状態の配線にしていただければ、わ

ざわざ電気工事屋から何からでエアコン専用のコンセントを付けなければならないですよ

ね。設置工事に結構かかると思うのですけれども。 

 だから、そういう部分の付ける前の工事の段階で、今新しい市営住宅においては、そう

いうふうな配線はあるのか。それは先ほど言ったように国土交通省からの支援金というの

があるのですか。補助金があるのですか。 

春日委員長：建築住宅課課長補佐。 

蛯名建築住宅課課長補佐：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 国土交通省からの補助金というのは、その大きな改修工事とかそういったものをする際

の要件といたしまして、現状を上回る設備とか、現状を上回るようなものに対しての補助

制度になっておりますので、エアコンの設備を新たに設けるというものは、現状よりもは

るかに居住環境が良くなるということですので、補助対象となります。 

 現状として、そのエアコンの付ける場所の配電設備に関しましてということだったと思

うのですけれども、現状、個人の方が申請されて付けているケースをお見受けしますと、

やはりそれぞれの方の居住の内容によって、付ける場所も一概に同じ場所でもないという

のもありますし、それで一応新しい住宅とか、そういったエアコンですと高い位置につけ

ますので、そういった高いところにコンセントなどの準備とかはされております。 

 ただし、今現在の初期段階での電気の契約が２０アンペアの契約になりますので、

ちょっとエアコンを付けるとそれでは足りなくなるかと思いますので、電圧のアップの契

約がさらに必要になってくるかと思いますので、その際にその配電の工事などはやはり必

ず必要になってくるかと思います。 
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 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：そういうふうな状況であれば、配電が全部２０アンペア、３０アンペアだとエ

アコンを付けるならもっと上げなければいけないとかありますよね。そういうふうな今本

当に暑いではないですか。これ本当にほとんどの方がエアコンを付けているわけですよ

ね。 

 そういう中で市営住宅の方、低所得者ですから、配電から何から全部エアコン設置とな

ると、かなりの負担がかかるわけですよね、金額的な。そういったこともちょっと配慮し

ていただく方法を考えていただければなというふうに提案して、要望して質問を終わりま

す。 

春日委員長：ほかにございませんか。 

「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第２５号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２５号三沢市営住宅条例の一部を改正する条例の制定については、原案

のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２６号三沢市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定についてを

議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第２６号三沢市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明申し上げます。 

 この議案は、道路法施行令の改正に伴い、道路占用料の額を改めるとともに、占用物件

を加えるため提案するものであります。 

 議案書の４４ページを御覧いただきたいと思います。 

 別表の改正は道路法施行令の改正に伴い、占用料の額を改定するとともに、新たな占用

対象物件に道路法施行令第７条第１４号に規定する、防災拠点自動車駐車場に設ける備蓄

倉庫等を加えるものであります。 

 附則第１項につきましては、施行日を令和５年４月１日とするものであります。 

 附則第２項につきましては、既に占用許可を受けている占用物の占用料に係る経過措置

について規定しております。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第２６号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２６号三沢市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について

は、原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２７号第二次三沢市総合振興計画の後期基本計画についてを議題といたし

ます。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第２７号第二次三沢市総合振興計画の後期基本計画について御説明申

し上げます。 

 この議案は、三沢市の総合的かつ計画的な行政の運営を図ることを目的として、第二次

三沢市総合振興計画の後期基本計画を定めるため提案するものでございます。 

 それでは、第二次三沢市総合振興計画後期基本計画の概要について御説明いたします。 

 説明は資料を用いてしたいと思いますので、こちらの資料を御準備願います。 

 初めに４ページを御覧いただきたいと思います。 

 後期基本計画の計画期間は、令和５年度から令和９年度までの５年間となります。 

 次に、７ページを御参照願います。 

 後期基本計画においては、グローバル社会における多様な価値観の広がりとデジタル社

会の到来、人口減少時代における持続可能な社会の実現等に的確に対応するため、計画を

横断する新たな視点として、１、共生社会（「ユニバーサル・タウン」）の推進、２、デ

ジタル技術の活用、３、ＳＤＧｓの推進を導入することとしております。 

 次に、１０ページを御参照願います。 

 基本構想は、現行計画から継続となりますので、基本理念「未来へつなぐ 心安らぐ 

国際文化都市」につきましても継続することとしております。 

 次に、２２ページを御参照願います。 

 後期基本計画の体系について記載しております。 

 後期基本計画におきましては、三つの大綱、１０の政策の下、６９の施策を定めており

ます。政策、施策の詳細につきましては、２４ページ以降に記載のとおりでございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：質疑を終結します。 
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 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第２７号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２７号第二次三沢市総合振興計画の後期基本計画については、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第２８号青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び

青森県市町村総合事務組合規約の変更についてを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

蹴揚総務部長：議案第２８号青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増

加及び青森県市町村総合事務組合規約の変更について御説明申し上げます。 

 この議案は、青森県市町村総合事務組合への八戸市の加入等に伴い、同総合事務組合を

組織する地方公共団体数を増加させるとともに、同総合事務組合規約を変更するため提案

するものであります。 

 議案書の５２ページを御覧いただきたいと思います。 

 別表第１の変更は、組合を組織する地方公共団体に八戸市を加えるものであります。 

 別表第２第１０号の変更は、組合が共同処理する事務のうち、市町村税等の滞納整理に

関する事務の対象団体に八戸市及び十和田市を加えるものであります。 

 附則につきましては、施行日を令和５年４月１日とするものであります。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：それでは、質問させていただきます。 

 この事務組合なのですけれども、これは八戸、弘前含めて県内ほぼ加入しているのだと

思うのですけれども、このメリットというのは何なのですか。 

春日委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：ただいまの御質問にお答え申し上げます。 

 まず、この組合は町村会に事務局を置く四つの一部事務組合を統合した組合になるので

すけれども、メリットといたしましては、やはり事務の効率化、それから事務経費の削減

と合理化が図られるというふうなメリットがございます。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：この中に共同事務と言いますか、滞納の整理というふうなことがあるのですよ

ね。今現在、市税等々滞納があった場合に、三沢市の職員等そういった税務課の方々が対

応していると思うのですけれども、それは今、どのようにこの事務組合に加入しているこ
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とによって、どういうふうに変わるのですか。 

春日委員長：総務課長。 

田中総務部参事兼総務課長：ただいまの御質問にお答え申し上げます。 

 滞納整理組合には既に三沢市のほうは加入しておりますので、基本的には滞納があった

場合には市の職員が徴収に行ったり、様々な手続をするのですけれども、ちょっと困難な

もの等につきましては、組合を通して組合のほうが委託をした者が行って徴収に当たると

いうふうな作業となります。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：そうしましたら、困難ではない場合は今までどおり、職員がいろいろ状況に合

わせて分割で払っていただいたりだとか、様々その方の実情に合わせて納税していただく

というふうなことを続けているというふうに判断して理解してよろしいですか。 

 そうすると、今困難だというケースはどういうものなのですか。 

春日委員長：副市長。 

米田副市長：困難な事例というのは、例えば税務課の担当職員の同級生であったり、親戚

であったりすると行きにくいわけですよね。そういうのも困難だと。 

 あと、法律上非常に難しいケースもあります。裁判所が関与している場合だとか、そう

いうときは市の職員の知識だけではなかなか難しいものですから、この組合を通じて滞納

整理機構等に経験豊富な人もおりますので、そういうものを預けるということでございま

す。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：分かりました。ちょっと県のほうの、この滞納者に関しての整理機構がかなり

厳しい取立てと言いますか、そういったことも小耳に挟んで、かなり血も涙もないと言っ

たらオーバーですけれども、かなりその取立てが厳しいというふうなことも小耳に挟んで

いまして、三沢市のほうはどうなっているのかなというのが今、気になって質問をさせて

いただきました。 

 どうしても払えない事情とか、様々な事情があると思います。ちょっとキレてくる方も

いるのかもしれないですけれども、その辺はいろいろな事情に合わせて払っていただくよ

うな、そういうふうな対応を取っていただければということを申し上げて質問を終わりま

す。 

春日委員長：ほかにございませんか。 

 総務部長。 

蹴揚総務部長：先ほどの説明の中で規約の施行日について、私から令和５年４月１日と説

明いたしましたが、正しくは令和５年６月１日から施行することとなっておりましたの

で、訂正させていただきます。 

 申し訳ございませんでした。 

春日委員長：それでは、質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第２８号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第２８号青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及

び青森県市町村総合事務組合規約の変更については、原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

 副市長。 

米田副市長：先ほど調整交付金の対象事業についての問合せがございましたが、現在、対

象事業となっているのは１件だけでございます。 

 先ほど、議案第２３号で御説明申し上げました、三沢市子ども医療給付に係る事業、こ

れのみが対象となっております。 

 以上です。 

春日委員長：ありがとうございます。 

 ここで、議案第２０号における奥本委員からの質問に対しまして、答弁をお願いいたし

ます。 

 子育て支援課課長補佐。 

根岸子育て支援課副参事兼課長補佐兼家庭支援係長：先ほど御質問のありました、議案第

２０号第１０条の緩和の内容についてお答えいたします。 

 家庭的保育事業所は、他の社会福祉施設と併せて設置するときは、設備や職員が兼ねる

ことができるとされておりますが、この中で保育室で保育に直接従事する職員はこの限り

ではないとされておりました。 

 今回、保育に支障がない場合に限り、職員も兼ねることができると緩和したものでござ

います。 

 以上でございます。 

春日委員長：以上で、本委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 

 これをもって、条例等審査特別委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午前１１時３５分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長   春 日 洋 子   

 


